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第1研修

1 中央研修

(1)管理者層
胄舞

イ研修事務系

1

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

1 首席書記官研究会

首席書記官として必要
な指導監督等に関する

研究を行うことによ
り ， 総合的な組織運営
能力の向上を図る。

裁判所職員

総合研修所

ｊ
ｊ
火
水
く
く
３
４
１
１

◆
●

９
９
４
へ 2日 未定

地・家・簡裁
の首席書記官

2

首席

家庭裁判所
調査官

研究会

第1回

■■■■■■●●●●●●■●●●●g●●●■●■■●q

第2回

首席家裁調査官として
必要な指導監督等に関
する研究を行うことに
より 総合的な組織運
営能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

4. 9. 1(木）
～9． 2(金）

ｊ
ｊ
月
火
く
く
１
２
２
２
Ｌ
Ｌ
ｌ
ｌ
４
－

2日

2日

8

約50

高裁所在地の
首席家裁調査
官

首席家裁調査
官

3 事務局長研究会

事務局長として必要な
指導監督等に関する研
究を行うことにより，

総合的な組織運営能力
の向上を図る。

裁判所職員

総合研修所

5． 2． 16(木）

～2． 17(金）
2日 未定

地・家裁の事
務局長

4

管理者研究会

（組織運営）

※司研合同

支部運営を始めとする
組織運営に関する研究

及び討議を行うことに
より ） 幹部職員として
の管理能力の向上と意
識の高揚を図る°

司法研修所
4． 5．24（火）

～5．26(木）
3日 未定

次席書記官,次
席家裁調査官，
総括主任家裁
調査官(次席家
裁調査官の経

験がある者)，次

長

5

次席
家庭裁判所
調査官等

研究会

第1回

■■●■■●●●■●■■□●●●O●●●■■●■■●。

第2回

次席家裁調査官又は総
括主任家裁調査官とし
て必要な指導監督に関
する研究を行うことに
より ， 管理能力の向上

と意識の高揚を図る。

司法研修所

裁判所職員

総合研修所

4． 4．25(月）

①4． 9． 12（月）
②4. 9.21(水）
～ 9.22(木）

1日

3日

約20

未定

次席家裁調査
官，総括主任

家裁調査官

6 管理者研究会

幹部職員として ） その

職務を遂行するために
必要な広い視野と高い
識見を習得させるとと
もに ） 当面する諸問題

の研究及び討議を行う

ことにより，管理能力
の向上と意識の高揚を
図る 0

裁判所職員
総合研修所

4． 4． 18(月）

～4．22(金）
5日 未定

新たに局長(高裁

を除く｡），次長
事務部長,首席
書記官,次席書記
官,総括主任書
記官,首席家裁調
査官,次席家裁
調査官,総括主
任家裁調査官,首
席技官(最高
裁)，次席技官
(最高裁)等に任
命された者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

7 研修計画協議会

研修実施計画及び研修

運営上の諸問題につい

て協議する。
司法研修所 5. 1. 6(金） 1日 約30

高裁の次長，
首席書記官，
高裁所在地の
首席家裁調査
官



(2)中間管理者層

2

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

8
中間管理者
研修I

第1回

■●●■●■､●●●●■●■●●■、●●●、●a■■q

第2回

、●●■●●●●｡●■■■■■■●■●｡■■■0●■I

第3回

■■■■■■D●■D●、●●■qg●■●●｡■□■■q

第4回

中間管理者として，そ
の職務を遂行するため
に必要な高い識見及び

管理技法を習得させる
ことにより，職務意識
の高揚と管理能力の向
上を図る。

裁判所職員

総合研修所
等

①4． 9． 5（月）
～9． 6（火）

②4. 10. 11(火）
~10. 12(水）

■■■、■■■●■●■■■●■●●□●●■■●p、●●■■●■■、■■●■■

①4． 9． 5（月）
～9． 6（火）

②4. 10. 13(木）
~10. 14(金）

①5. 1. 18(水）
~1. 19(木）

②5． 2． 7(火）
～2． 8(水）

●●●●●●●、●｡●●●巳●●●■■■■■■■■白●●●●●●●●●●●0

①5. 1. 18(水）
~1. 19(木）

②5． 2． 9（木）
~2. 10(金）

各
4日

約80

b､●■｡｡■●由■●■■■

約80

●●■●●●●■●■■●■■

約80

■●■●■●■■■●■●●■

約80

昇任後おおむ

ね7年未満の主

任書記官若しく
は主任家裁調
査官,速記管理
官
官

タ

ソ

速記副管理

課長補佐，
専門官,班長又
は主任技官の
職にある者

9
中間管理者
研修Ⅱ

第1回

、■●■■●●●■b●●●●■q■●●●●●■●■●4

第2回

中間管理者として困難
な職務を遂行するため
に必要な広い視野と高
い識見及び管理技法を
習得させることによ

り，職務意識の高揚と
管理能力の向上を図
る･

裁判所職員

総合研修所

ｊ
ｊ
火
木
く５
７
２
２

０
０
１
１
４
－

ｊ
ｊ
月
水
く
く
５
７

●
●

２
２
１
１
４
－

各
3日
未定

訟廷管理官，
訟廷副管理官，

裁判員調整
官，課長，文

書企画官，企
画官，首席技
官，営繕企画
官（最高裁）
又は昇任後お
おむね7年以

上経過した主
任書記官若し
くは主任家裁
調査官の職に
ある者

10

主任

家庭裁判所
調査官
研修

第1回

P●■p■●●●■■■■■■■■■●●■、●■■●■1

第2回

主任家裁調査官として
必要な指導監督能力の

向上及び管理者意識の
高揚を図る°

裁判所職員

総合研修所

4. 6.21(火）

１
１
水
木
く
く
２
３
２
２

●
●

６
６
４
へ

1日

2日

約80

未定

主任家裁調査
官



(3)主として管理職以外の層(書記官･家裁調査官･係長等）

3

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

1l
研修指導
研究会

第1回

■■■■●●■●｡■p■｡●｡■■●●●巧●■■■●■

第2回

高裁委嘱研修及び自庁
研修の指導者を養成す
る ○

裁判所職員
総合研修所

4． 6． 1(水）
～6． 3(金）

ｊ
ｊ
火
木
く
く
３
５
１
１
２
２
１
１
４
へ

3日

3日

約40

約50

次席書記官，
総括主任書記

官
官
官

）

，

主任書記
訟廷管理
訟廷副管

理官，裁判員
調整官，次席
家裁調査官，
総括主任家裁
調査官，主任
家裁調査官，
総括企画官，
課長,文書企画
官,企画官,課
長補佐,専門官

12
実務指導
研究会

民事

｡■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■●■■■■I

刑事

■■g■●■■■■■■■g■■■●■■■■■■■■■I

家事

■■■■■●■■■■●■■●■■■●●■●●■●●■q

少年

書記官ブラッシュアッ
プ研修の指導者を養成
する 0

裁判所職員

総合研修所

4． 4．26(火）

4． 4．27(水）

4． 4．27(水）

4． 4．26(火）

1日

1日

1日

1日

約40

約40

約35

約35

書記官ブラシ
シュアップ研修

の講師となる予
定の者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

13

家事実務研究会

※司研合同

家事書記官及び家事係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及
び討議を行うことによ

り職務遂行能力の向上
を図り， もって適正か
つ迅速な事件処理の推

進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員

総合研修所

4. 11. 8(火）

~11. 10(木）
3日
約
100

家裁で家事事
件を担当する
書記官，家裁
調査官

14

少年実務研究会

※司研合同

少年書記官及び少年係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及

び討議を行うことによ

り職務遂行能力の向上
を図り ） もって適正か

つ迅速な事件処理の推

進に資する。

司法研修所

及び

裁判所職員
総合研修所

4． 9． 7(水）
～9． 9(金）

3日
約
100

家裁で少年事
件を担当する

書記官，家裁
調査官

15
民事実務

研究会

第1回

※司研合同
、｡｡■●●■■｡□■ロg■●■●■●●■gpD■●q

第2回

民事書記官の事務処理
上の諸問題について研

究及び討議を行うこと

により職務遂行能力の

向上を図り， もって適
正かつ迅速な事件処理

の推進に資する。

司法研修所

及び

裁判所職員

総合研修所

裁判所職員

総合研修所

ｊ
ｊ
水
木
Ｉ
く
２
３
２
２
６
６
４
－

ｊ
ｊ
木
金く

５
６
１
１

●
●

２
２
１
１
４
－

2日

2日

約50

約50

高・地・簡裁

で民事事件を

担当する書記

官



4

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

16

刑事実務研究会

※司研合同

刑事書記官の事務処理
上の諸問題について研

究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り， もって適
正かつ迅速な事件処理

の推進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

4. 12. 7(水）
~12. 8(木）

2日 約50

Q ▲

局 地・簡裁

で刑事事件を

担当する書記
官

17

家事特別研究会

※司研合同

後見関係事件等の運用
をめぐる諸問題につい

て研究及び討議を行う

ことにより職務遂行能

力の向上を図り， もっ
て適正かつ迅速な事件

処理の推進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員

総合研修所

4. 10.

~10.

ｊ
ｊ
水
木
く
く
５
６ 2日 約50

家裁で後見関
係事件を担当

する書記官

18

家庭裁判所
調査官
特別研修

第1回

■■●■●｡■■●■■■●■■■■｡■■●●･■B●1

第2回

be●●●●●●●●●●●■●●●●｡G●●●●●●q

第3回

行動科学等の更なる専
門性の獲得及び深化を

図り フ 現場の調査事務
の質向上に寄与させ，
的確な調査事務を追求
する能力の発展を図
る ○

裁半ll所職員

総合研修所

ｊ
ｊ
水
金
く９
１
１
２

◆
●

０
０
１
１
４
－

ｊ
ｊ
水
金く

０
２
３

●
●

１
２
１
１
４
へ

■●●■●■●■■●■■D●■●■■●●●●●●●●●■｡●□●●●●●●■

5. 1.25(水）
～ 1.27(金）

3日

3日

3日

約30

約30

■■●■■●■■■■●●●■

約30

家庭裁判所調
査官実務研修

又は令和元年

度以前の家庭
裁判所調査官
応用研修を終

了した者

19
家庭裁判所調査官
応用研修

専門的知識及び技能を
応用して，複雑困難な
事件についても円滑な

調査事務の遂行を確保
できる能力の向上を図

る ○

裁判所職員

総合研修所
、
●

７
７
４
－

ｊ
ｊ
火
金く

５
８ 4日 未定

家裁調査官任
官後 ） 3年以

上経過した者

のうち家庭裁
判所調査官実

務研修又は家
庭裁判所調査

官応用研修を
終了していな

いもの

20 速記官中央研修

裁判所が当面する諸問
題に関する理解を更に
深めさせるとともに，
裁判部の一員としての

職務意識の高揚を図
る 0

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
水
木
く
く
９
０
２
３

●
●

６
６
４
へ 2日 約20

速記官（速記
管理官及び速
記副管理官を

除く。 ）

21 総括執行官研究会

総括執行官の職務等に
ついて知識を付与する

とともに，研究，討議
等を行うことにより ）

総括執行官の役割や執
行官室の運営等につい
ての認識を深めさせ，
総括執行官としての識

見をかん養する。

裁判所職員

総合研修所

ｊ
ｊ
火
木
く
く
５
７

７
７
４
－ 3日 約20 総括執行官



ウ研修事務系

(4)新採用職員層

5

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

22 執行官実務研究会

社会の変化に的確に対
応できる事務処理能力
を身につけるととも

に ’ 前例のない特殊困

難な事案等に対応でき
る知識や論理的思考力

を養う 0

裁判所職員

総合研修所

ｊ
ｊ
水
金
く
く
１
３

●
●

３
３
夙
一 3日 未定 執行官

23 新任執行官研修

職務遂行に必要な知識
を付与することによ

り，執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る。

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
火
金
ｌ４
７
２
２

◆
●

５
５
４
－ 4日 未定

令和3年4月2
日以後に執行官
に任命された者
又は執行官事務
取扱書記官に指
定された者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

24

係 長 等

（総務担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ

とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る 0

裁判所職員

総合研修所

ｊ
ｊ
火
木
く
く
７
９
２
２

。
●

９
９
４
－ 3日 約50

高・地・家裁
本庁の総務事
務を担当する
係長，専門職

25

係 長 等

（人事担当）

研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ

とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る ○

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
火
木
く
く
８
０
１
２

●
●

０
０
１
１
４
－ 3日 約50

高・地・家裁
本庁の人事事

務を担当する

係長，專門職

26

係 長 等

（会計担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ

とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る 0

裁判所職員

総合研修所

ｊ
ｊ
火
金
く
く
５
８
１
１

●
●

１
１
１
１
４
－ 4日 約50

一口 一

局 地・家裁
本庁の会計事

務を担当する
係長，専門職

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

27
研修事務担当者

研 修

研修の企画，実施等に
必要な知識及び技能を

付与することにより，
執務能力の向上と職務

意識の高揚を図り，
もって高裁委嘱研修及

び自庁研修の充実を図
る ○

裁判所職員

総合研修所

4. 6. 14(火）

~6. 15(水）
2日 約40

研修事務を担
当する高･地･家

裁の係長，専門

職主任

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

28
総合職採用職員
初任研修

将来の幹部職員の候補
者としての自覚を促
し ’

図る

職務意識の高揚を
0

裁判所職員

総合研修所
4． 4． 6(水）
～4． 8(金）

3日 未定

令和3年度裁

判所職員採用
総合職試験の

合格者で，新
たに採用され

たもの



(5)その他
羊11

イ採用試験事務関係

ウCA関係

6

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

29
情報セキュリティ
研 修

情報セキュリティの確

保に必要な知識等を習

得
テ
す
案
も
テ

し , 情報セキュリ

ィ事故を未然に防止
るための方策の立

･実施に資するとと
シ
」Ｉ
, 情報セキュリ

イ事故が発生した場
合の対処能力等の向上

を図る。

裁判所職員
総合研修所

4. 10. 4(火）

～10． 5(水）
2日 約60

情報セキュリ

ティ対策事務
従事者の事務
を補助する者
(管理職以上

の者）

30
情報処理
研修

第1回

■●●■●■■●■●■■■●■●●●D●●、●Q■●I

第2回

情報化の推進に向け
て ソ 職員全体のレベル
アップを図るための指

導的役割を果たす者を

広く養成する。

裁判所職員

総合研修所

4． 5. 18(水）
～ 5. 19(木）

●G■●巳■●●■q■●●■●●●●■■●■●●■●●●●、●q■●8□●■

ｊ
ｊ
水
木
く
く
８
９

●
●

６
６
４
－

各

2日

約60

■■■■■●■■■●■■■■

約60

情報化の推進
に指導的役割
を果たすこと

が期待される

行H職員（家
裁調査官を除
く。 ）

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

31
採用試験事務担当者
研究会

採用試験事務に必要な
知識及び技能について

の研究を行うことによ
り

図る

執務能力の向上を
0

司法研修所 4． 5．27(令） 1日 未定
採用試験事務
を担当する管

理職員等

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

32
CA研修

実務試験

前期
研修

、■●■●●□●●●■●●ロ●●●●･●●●●Q●■I

実務
研修

b●●●●O●●●■●●●●●O●●●●■、●Q●■U

後期

研修

書記官の執務に必要な
学識及び実務知識並び
に職務遂行能力の有無
を判定する。

裁判所職員
総合研修所

実務研修
実施庁

裁判所職員
総合研修所

6

4． 6.27(月）

~7. 15(金）

ｊ
ｊ
火
金く

９
９
１
１

●
●

７
８
４
－

4． 8．22(月）
～9． 9(金）

15日

■●■■■■■■■■●■■

23日

●●●｡●●●O●●●●●

15日

未定

裁判所書記官
任用試験の第
2次試験に合
格した者



2高裁委嘱研修

(1)管理者層

(2)中間管理者層
管理業務系

(3)主として管理職以外の層(書記官･家裁調査官･係長等）
ア裁判事務系

※ 実施機関がその実情に応じて短縮することも可とする。

7

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

33

次 席
家庭裁判所調査官等
実務研究会

高等裁判所で実施す
る委嘱研修及び高裁

ブロック研修の運営
等について研究及び

討議を行うことによ

り，研修等の充実及
び改善に寄与させ
る。

裁判所職員
総合研修所

(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

等

実施機関が
適宜決定

1日 未定
次席家裁調査官，
総括主任家裁調査
官

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

34
新任中間管理者
研 修

職務遂行に必要な管
理能力及び管理技法

を付与することによ
り ア 中間管理者とし
てふさわしい職員を
養成する。

裁判所職員
総合研修所

(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

3 ～

5日
未定

新たに主任書記
官，訟廷管理官，
訟廷副管理官，裁
判員調整官，主任
家裁調査官，速記
管理官，速記副管
理官,課長,文書企
画官，企画官，課
長補佐,首席技官，
班長（最高裁） フ

主任技官（最高裁
を含む） 》 地裁本

庁所在地にある検
審局長等に任命さ
れた者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

35

書記官

ブラッシュアップ
研 修

中堅書記官に求めら

れる思考力・表現力
等を執務で十分に発
揮できるよう，基本

的資質・能力を磨
き，執務の質の向上
につなげる契機とす
る。

裁判所職員
総合研修所

(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

7月から9月

までの間で実

施機関が適宜
決定

5日

※
未定

書記官任用資格取
得後5年以上の者

(中間管理者以上
の者を除く。 ）

36
家庭裁判所調査官
実務研究会

家庭事件の調査上の
諸問題について研究

及び討議を行うこと
により ） 調査実務の
充実及び改善に寄与

させる。

裁判所職員
総合研修所

(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

等

実施機関が
適宜決定

3日 未定
主任家裁調査官，
家裁調査官



イ事務局事務系

(4)事務官層

(5)新採用職員層

※1 令和2年度，3年度の対象者で未研のものも含む。
※2実施機関がその実情に応じて短縮することも可とする。

8

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

37 新任係長研修

職務遂行に必要な知
識及び技能を付与す
ることにより係長と

してふさわしい職員
を養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

等

実施機関が
適宜決定

1 ～

3日
未定
新たに係長に任命
された者

38 事務官専門研修

総務，人事，会計及
び裁判部の各分野に

ついて，その事務を
処理するために必要

な専門的知識及び技
能を付与することに

より フ 事務局におい
て中核的役割を果た

している事務官の執
務能力の向上を図
る C

裁判所職員

総合研修所

(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

2 ～

3日
未定

採用後7年以上の

行←)事務官（専門
官以上の職にある

者を除く。 ）

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

39
ジャンプアップ
研 修

職務での問題点の発
見と改善等について
研究及び討議を行う
ことにより，仕事の
進め方に関する基本
的な能力を向上さ

せ フ 中堅事務官とし

てふさわしい職員を
養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

等

実施機関が
適宜決定

3日 未定

採用後7年以上1

0年未満の行H事
務官（係長，専門
職以上の職にある

者及び書記官又は
家裁調査官の任用
資格を有する者を
除く。 ）※1

40 事務官法律研修

通信研修及び面接研
修を通じて基礎的な

法学教育を行うこと
により ， 資質及び事
務処理能力の向上を
図る ○

裁判所職員

総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

等

通信研修
実施機関が

適宜決定
l■■■の、■●●●■●●■●●■●●●●■●●■●■●●●■DB■●■｡●

面接研修
実施機関が
適宜決定

■■■■●■■■■●■■ロ

9～

11日

※2

未定

採用後1年以上の

行H事務官（書記
官又は家裁調査官
の任用資格を有す
る者，総合職(I
種，上級）試験合
格者等を除く。 ）

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

41 新採用職員研修

国民全体の奉仕者と

しての使命を自覚さ
せるとともに裁判所
職員として必要な基

礎的知識を付与し，
裁判所職員にふさわ

しい心構えをかん養

する ○

裁判所職員

総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

等

実施機関が
適宜決定

4日 未定

新たに採用された

職員（総合職採用
職員を除く。 ）



3自庁研修

(3)その他

※1実施機関がその実情に応じて適宜決定することも可とする。

※2令和2年度，3年度の対象者で未研のものも含む。

9

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

42
ステップアップ

研 修

本格的なジョブ

テ
に
せ
と

ロ－

－ションが始まる前

その意義を理解さ

’動機付けを行うと
もに，職務遂行能力
の向上を図り，事務局
事務等の一般的な知識
を付与する。

裁判所職員
総合研修所

(分室を含
む。 ）

又は

高等裁判所
等

2月から3月ま

での間で実施機

関が適宜決定
※1

2日 未定
採用3年目の行H
事務官,行←)技官
※2

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

43
フォローアップ
セ ミ ナ ー

裁判所職員として必要
な基礎的知識を確認さ
せ , 幅広い視野で職務
を遂行する姿勢をかん
養する。

高等裁判所

地方裁判所

家庭裁判所

①2月及び3月
中で実施機関が
適宜決定

②実施機関の実
情に応じて，①
に定める日に加

え） 実施機関が
適宜決定

約

3日
未定

採用後1年程度を

経過した行(一)事務
官，行(一)技官

44
フレシシ1

セ ミ ナ 一

職員として当面必要な

知識を付与し，職場へ
の円滑な定着を図る°

高等裁判所

地方裁判所

家庭裁判所

採用後勤務初日
及び2日目

2日 未定
新たに採用された

職員

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

45 高裁ブロック研修

職務遂行に必要な知
識
せ

ソ

技能等を習得さ
執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る 0

裁判所職員
総合研修所

(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

等

実施機関が適宜決定
高裁管内に勤務す
る職員

46 自庁研修

職務遂行に必要な知
識
せ

フ 技能等を習得さ

執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る ○

最高裁判所
高等裁判所

地方裁判所
家庭裁判所

実施機関が適宜決定
最高裁，高地家簡
裁に勤務する職員



4研究

10

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

47 合同実務研究

異なる職種の職員に
裁判所の職種間の連

携，協働に関する研
究を共同してさせる

ことにより，実務の
改善及び向上に寄与
させる。

研究員が
所属する

裁判所

4． 9

～5． 3
7月 未定

書記官，家裁調査官
等

48 書記官実務研究

書記官実務における
諸問題について，体
系的かつ実証的な研

究をさせることによ
り 実務の改善及び
向上に寄与させる。

裁判所職員

総合研修所

4． 4

～5． 3
1年 2 書記官

49

家庭裁判所調査官
実務研究
（個人及び

共同研究）

同 上

（指定研究）

家庭事件調査実務に
必要な理論及び技法

に関する実証的研究

を行わせることによ
り ， 調査実務能力の

向上に寄与させる。

研究員が
所属する

家庭裁判所

研究員が
所属する

家庭裁判所
及び

裁判所職員
総合研修所

4． 7

‘ ～5． 3

4． 4

～5． 3

8月

1年

未定

6

(個人研究）

家庭裁判所調査官実
務研修又は令和3年
度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者

(共同研究）

家裁調査官

家庭裁判所調査官実
務研修又は令和元年

度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者

50

家庭裁判所調査官
関係機関特別研究

(家事及び少年
関係機関につ
いての研究）

同 上

(心身の鑑別につ

いての研究）

同 上

(更生保護につ
いての研究）

関係機関における業
務の実際に関する研
究を行わせることに
より 〕 調査実務能力

の向上に寄与させ
る ○

派遣先
関係機関

及び

研究員が

所属する

家庭裁判所

矯正研修所

及び

研究員が

所属する

家庭裁判所

法務総合研
究所及び

研究員が

所属する

家庭裁判所

4． 7

～5． 3

5． 2

～ 3

5． 2

～ 3

8月

1月

1月

未定

3

3

家庭裁判所調査官実
務研修又は令和3年

度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者

家庭裁判所調査官実
務研修又は令和元年
度以前の家庭裁判所

調査官応用研修を終
了した者

家庭裁判所調査官実
務研修又は令和3年
度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終

了した者



5委託研修

11

番号 委託庁 名 称 人 員

51 人事院 行政研修（課長補佐級） 未定

52

53

54

55

56

57

財務省

会計事務職員研修

会計事務職員契約管理研修

予算編成支援システム研修

予算担当職員初任者研修

決算書作成システム研修

会計監査事務職員研修

未定

58 国税庁 税務大学校本科特別研修 未定

59 総務省 情報システム統一研修 未定



第2養成

1裁判所書記官養成課程

2家庭裁判所調査官養成課程

12

番号 部 . 期 実施時期等 期間 人員 対象者

60
第
一

部

第 19 期

4． 4． 1(金） 入所

習
修
修
研

期
式
期

修
所
１

予
入
第

一ｊ
ｊ
ｊ

金
月
月

く
く

１
９
９

●
●
●

４
５
５

7． 19(火)～実務修習
10. 3(月）～第2期研修

5． 3．24(金） 修了

1年 未定

第一部入所試験合
格者で，最高裁が
指名したもの

61 第
一

一 ８
－
ユ
ロ

第18期
(2年生）

第19期
(1年生）

3. 4. 1(木） 入所

4. 1(木)～予修期修習
5． 10(月） 入所式

5． 10(月）～裁判事務修習
10. 15(金)～第1期研修
4. 4. 1(金)～第2期研修
7. 19(火)～実務修習
10． 3（月）～第3期研修

5． 3．24(金） 修了

入所

予修期修習
入所式
裁判事務修習
第1期研修
第2期研修
実務修習
第3期研修

一
一
へ
．
一
一
一

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

修了

l(金

1(金
9(月

9(月

17(月

3(月

下旬

上旬

下旬

●
●
●
●
●
●
●
●
●

４
４
５
５

10

４
７

10

3

●
●
●

４
５
６

2年

2年

97

未定

第二部入所試験合
格者で,最高裁が
指名したもの

番号 期 実施時期等 期間 人員 対象者

62 第 18 期

3． 4． 1(木） 入所

4. 1(木)～実務修習（予修期）
5. 10(月） 入所式

5. 10(月）～前期合同研修
7. 19(月） 一 実務修習

4． 9．20(火)～後期合同研修
5． 3．24(金） 修了

2年 52

令和3年度採用の家
裁調査官補で,最高
裁が指名したもの

63 第 19 期

4. 4. 1(金） 入所

4. 1(金)～実務修習（予修期）
(4.6～8を除く。 ）

5． 9(月） 入所式

5． 9（月）～前期合同研修
7． 19(火)～実務修習

5． 9． 中旬 ～ 後期合同研修
6． 3． 下旬修了

2年 未定

令和4年度採用の家
裁調査官補で,最高
裁が指名したもの



資料4

裁判所職員総合研修所令和4年度裁判所職員(裁判官以外)研修
裁判部系統 ｜■茂判部系統 ｜～へ ~T－－－

騨義尋

零

證嘩
事務局系統 その他－家裁調査官 書記官?速記宮

協研 修 計 画 議
1

今
云 ー′=、′=、

Ｉ
Ｊ
Ｉ

管
理
者
層

事務局長研究会

管 理 者 研 究 会（組織運営）

管 理 者 研 究 会

繍鰯
採
用
試C砺蒸調萱菅雲霧爾悪~）

一

験
事
務
担

廃
｜

’ 括執行官研究会
〈
云

者研修中
間
管
理
者
層

Ⅱ

執行官実務研究会歩司’

厩
当
者
研
究
会

中 間 管 職撚 驚鰯辮;瀬職鰄理者研修 I

任執行官研修

、
ノ管 理 者 研 修

高
裁
ブ
ロ
ッ
ク
研
修

’ 目
庁
研

研
修

研
修
事
務
担
当
者

書 記 官

ブラッシュアップ

研 修

係
長

書
記
官
等
層

調
査
官

修

長 研

義豐
ｒ
、 ）
。

任新 係 修

養事
務
官
等
層
》
新
採
用
職
員

〆 、
事務官法律 1

～研修ノ

，
１
１
１
池
ｒ
Ｉ
Ｉ
ｋ

１
－
１
－

書記官養I
鰻宇一一‐ ‐ 二二

裁調査官：

書記官養成
弓
課程

鰻宇一一‐ 1 ．_…r 二

裁調査官養成課程

と課程

畠成課程

CA研修

実務試験家家

～

Ｋ
職
灰

職

一

プセ ミ ナ－フ オ ロ － ア

Ｅ
ｒ

総 採 用 職 員合 初 任 研 修

新 採 用 職
巨

貝 研 修

逗二ノノ 、ーフ レ シ シ ユ セ ナ
『
、
『

は高裁委嘱研修,□は自庁研修,□は研究,□は養成課程を表す(養成の配置については,階層や系統と関連したものではない)．□ □は中央研修(圧ノ

※このほか各分野における課題への取組の進展状況，喫緊の課題の発生等に応じて,裁判所職員総合研修所長において,別途研修を実施することがある『

首席家裁調査官研究会 首席書記官研究会 ・
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
研
修

次席家裁調査官等研究会

家
裁
調
査
官
実
務
研
究

関
係
機
関
特
別
研
究

’函 研 修 指

中間､銅管

…『臺主任家裁調査官研修
■
一一
》
中

匡
」

一
一妻

新

一
篭
》
鏡
ゞ
》

》
壬
《
蝿
》

／
《
、
’

F1「-1戸『＝

実務指導研究会

家裁調査官特別研修

研
修

係
長
等
（
総
務
担
当
）

研
修

係
長
等
（
人
事
担
当
）

情
報
処
理
研
修

研
修

係
長
等
（
会
計
担
当
）

家裁調査官応用研修



資料5

令和4年度研修実施計画一覧表(令和3年度との比較表）

＊研修名の頭に付した記号は,◎は中央研修,○は高裁委嘱,●は自庁研修を表す。 (3. 12.24総研）

令和4年度 令和3年度

実施時期 ｜ 期間｜ 人員
備考

研修名等番号 実施時期 期間 人員

◎首席書記官研究会 4.9.13(火)～9.14(水） 未定 3.10.19(火） 日程変更･短縮,ウェブ会議１ ２ ’ 30

第1回 4.9.1(木)～9.2(金） 3.9.2(木)～93（金）

． 鑿奪

〕.11.25(木)～11.26(金）
率湿 り

議へ云ビレ
ー
プ門

◎首席家庭裁判所調

査官研究会
各2ソ

第2回 411.21(月）～1122(火） 約50 中止2

◎事務局長研究会 5‘216(木)～2. 17(金） 未定 4.2.17(木)～2.18(金）３ ２ nパ

ム釜

；
4 1 ¥ 7 T

4b

n叫

噂 ，1 Lも◎管理者研究会(組織運営) (※） 15.24(火)～5.26(木） 3鼠18(火)～5.20(木） 中止未定

回
回

１
２
第
第

ﾌｰ4.4.25（月）

醗

毎
口
軽
呂
壷

一
砥
ら
託
？
副
誌
畿

悪
』

ｊ
、
金
〃
ｌｌＯ１

Ｗ
一
唯
噛

７
『
９

２
声
２

４
－
〃
９

、
イ
Ｊ
ｏ
向
く
〕
鍵

約20 日程短縮,テレビ.会議1 18

中止

’

◎次席家庭裁判所
調査官等研究会

一
ｈ ﾕ

ウ4.9 12(月）

4.9.21(水)～9.22(木）

一l－戸旦･

木灰E ３3

昔理者研究会 4.4. 18(月）～4.22(金） 未定 3.8.24(火)～8.25(水） 日程変更･短縮,テレビ会議92、 ４

◎研修計画協議会 テ5.1.6(金） 約3(） 4.1.6(木） テレビ会議1 I
J土

ウ4.9.5（月）～96(火）

4.10.11(火)～1012(水）

ゲ･ 禽 冊 △ 診 ､f zL 守

3,9‘7(火)へ9.10（金） ‐、
勝第1回 約80 中止

ウ4.9.5（月）～9.6(火）

410.13(木)～10.14(金）
第2回 3.10.12(火)～1().15(金）

電蔦-i自 一 …､ 、 ・ 萱． ． ： ‐-

4.1.11(火)～1.14(金)"

中止約80

◎中間管理者研修I 各4 ４
斗
▲
が
銅
聯
ｍ

各
‐
Ⅷ
、
＃
、

」
猟
瀞

覗
剰
誹
り
蝋
争
＃
組

R －

ウ51.18(水)～1,19(木）

5.2.7(火)～2.8（水）

ウ5ll8(水)～1.19(木）

5.2.9(木)～2.10(金）

第3回 祉
一
雑

約80

－

第4回 約80 i2．7（月）～2,1()(木）

驚鱸
壇

〔

中止

第］‐回 4.1025(火)～1027(木） 未定

◎中間管理者研修11 各3 3.12.7(火)～12.9(木）q ]

第2回 1.12.5（月）～12.7(水） 未定

第1巨

木３２６

〕
ｊ
火
水

く１
２
２
２

６
６

４
４

3．6.23(水)～6,225(金） 中止州

棒

’
◎主任家庭裁判所調

査官研修
各3

{

10

第2回 ；丘30(水)～7‘2(金） 中止

止
止
中
中

第1回 4.6.1(水)～6.3(金） 3.6.2(水)～6.4（金） ．
_零弓 ‘ﾆﾃ" y・・¥ －

1.12.14(火)~12.16(木)

約40

◎研修指導研究会 冬3 各R1

第2回 4.12.13(火)～1215(木） 約50

民事 4.4.26（火）

4.4.27(水）

約4(）

約4(）

3‘4,27（火）
鳥…#鋳､息･…： 』L ･‘;

3.4.28(水) ，
1 ,

” ←‘穿落，慧鍵壼邑 “

3.4.28（水）
‘ 声 ､

3.4.27(火）

中止
識

刑事

家事

弛
一
雑

◎実務指導研究会 各112 各1

4.4.27(水）
〃烏ハF

ホソdo

約35

F轄確

息･鐘”
冒露梨噸〃

少年 1.4.26(火） 中止

◎家事実務研究会(※） 4.11.8(火)～11.10(木） ).11,17(水)～1118(木） 日程短縮テレビ会議13 q 約100 ２ QQ
JJ

◎少年実務研究会(※） 4.9.7(水)～9.9(金） 約10014 3.12.20(月）～12.21(火） 日程短縮,テレビ会議』 100凸

第1回（※）

第2回

4622(水)～6.23(木） 36.9（水）

： Z鑑 諸‘

3｡12｡16(木)～12.17(金）

日程短縮,テレビ会議約50 501

◎民事実務研究会 各215

74,12.15(木)～12.16(金） 中止約50
P 』

◎刑事実務研究会(※） 4.12.7(水)～12.8(木）16 3.11.10(水）約50 日程短縮,テレビ会議’乙 ､｛ I

◎家事特別研究会(※） 4ユ05(水)～10.6(木）
1ワ
人I 3.10.7(木)～10.8(金） テレビ会議約50 ２ 50

リ

‐
４
’
４

第1回 4.10.19(水)～10.21(金） ;､10.19(火)～10.22(金）約30 祉
一
社

◎家庭裁判所調査官
特別研修

第2回18 1.11.30(水)～122(金） 御
一
御

3.11.30(火)～12.3(金) "望
一一

刺

第3回 5.1.25(水)～1.27(金） 1.1.18(火)～1.20(木） 101 1

ｊ
、
ノ

水
金
！
Ｉ
７
９

７

．

７

－
一

Ｊ
ｊ
火
木
く
く
６
８

７
７

３
３
回
回
１
２
第
第

日程変更･短縮北邑
一
ｎ
乙

◎家庭裁判所調査官応用研修 1.7.5(火)～7.8(令） 未定19 4

日程変更･短縮
】、

l（

由

3.6.30(水)～7.1（木） ′、◎速記官中央研修 4.6.29(水)～6.30(木）ワハ
竺V 中止２ 約20

秒

◎総括執行官研究会 4.7.5(火)～7.7(木’1 約20 3.9.16(木). . ｡ 麹 ｡ ‘息､驚 中止’］

◎執行官実務研究会 531(水)～3.3(金）
ワウ
ムム 未定 4.3.2(水)～3.3(木 日程変更,DVD視聴2 ]8ウ

日程変更･短縮,テレビ.会議
DVD視聴

◎新任執行官研修 4.5.24(火)～5.27(金） 未定
n句

色｡ 310.11(月）４ 1

◎係長等(総務担当)研修 1.9.27(火)～929(木）ワハ
凸ま 約50 3.6.22(火)～6.24（木） 、 中止３ 3

◎係長等(人事担当)研修 4.10.18(火)～10,20(木）
mF

‘0 約50 1.7.13(火)～7;15(木） 中止q
l ･
ju）

◎係長等(会計担当)研修 4.11.15(火)～11.18(金）16 約50 3.11:16(火)～11.19(金） 中止
ハ
辻 4

1



燕
令和4年度 令和3年度

実施時期 ｜ 期間|…
備考

研修名等 実施時期番号

◎研修事務担当者研修 4.6.14(火)～615(水） 3.6.15(火)～6.16(水） 中止約40 ２ワワ
ムI 竺

◎総合職採用職員初任研修 未定4.46(水)～4.8(金） 39.27（月）～928(火） 日程変更･短縮,ウェブ会議３
弓F

ID２28

◎情報セキュリティ研修 4.10.4(火)～105(水） 1｡9｡14(火)～9.15(水） 中止約6029
Ｏ

↑

3.5.19(水)～5､20(木) ･
＃ ”、 －鴬｡､，

． ”準･…謄畢.露…侭"､ 謬耀盤 、…．評､ ，

3.5.26(水)～5.27(木) ‘ 』 :

第1回 4.5.18(水)～5.19(木） 約60

約60

中止。
－

中止

◎情報処理研修 各2 各2ト （ ’

第2回 4.6.8(水)～6.9(木）

◎採用試験事務担当者研究会 日程短縮,テレビ会議テ4.5.27(金） 未定 〕､5.25(火）ql
uユ 42’

前期研修 4.6.27（月）～715(金） 624(木)～714(水）
1F

10 15

実務研修 未定◎CA研修実務試験 4.7.19(火)～8. 19(金）

4.822（月）～9.9(金）

3.7.16(金)～8.20(金）
行n

o色12 ワq
竺轡

nm

‘、

後期研修 ) .8.23（月）～9.10(金）1F 1R
I 4ノ

○次席家庭裁判所調査官等

実務研究会
l高裁で中止実施機関が適宜決定 未定 実施機関が適宜決定133

○新任中間管理者研ｲビ 未定 実施機関が適宜決定 未定実施機関が適宜決定q4
J宝 3～5 〕～5

7月から9月までの問で実施機

関が適宜決定

7月から9月までの問で実施機

関が適宜決定
○書記官ブラッシュｱｯﾌﾟ研修 未定35 4335

○家庭裁判所調査官実務研究会 未定 2高裁で中」実施機関が適宜決定 未定 実施機関が適宜決定
ﾄ

､ib ｡

○新任係長研化 実施機関が適宜決定実施機関が適宜決定 未定 未定
、耳

df l～3l～3

○事務官専門研修 実施機関が適宜決定 未定 実施機関が適宜決定 未定 )高裁で中止38 2～3 2～3

○ジャンプアップ研修 実施機関が適宜決定 未定 3高裁で中止実施機関が適宜決定39 ｵ＜正

通信研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定

未定○事務官法律研修40 250

面接研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定 5～l］9～11

。新採用職員研修 未定実施機関が適宜決定 未定 実施機関が適宜決定 2～541 I

2月から3月までの問で実施機

関が適宜決定

2月から3月までの間で実施機

関が適宜決定
●ステップアップ研修 未定 中止バリ

注色

①2月及び3月中で実施機関
が適宜決定

②実施機関の実情に応じて，
①に定める日に加え,実施機
関が適宜決定

①2月及び3月中で実施機関
が適宜決定

②実施機関の実情に応じて，
①に定める日に加え,実施機
関が適宜決定

●フォローアップセミナー 未定 未定約343 約3

採用初日及び2日目 未定 未定4,フレッシュセミナー 採用初日及び2日目44 ２

●高裁ブロック研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定（匡
弐』

●自庁研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定46

合同実務研許 未定7月17
句口

／月4.9～5．3 〕.9～4．3 I

書記官実務研究 1年 1年3．4～4．31.4～5．318 臼

家庭裁判所調査官実務研究

(個人及び共同研究）
8月 未定 8月4.7～5．3 3．7～4．3 ワ巨

竺J

19
同 上

(指定研究）
期間短縮人員変更Q日4．4～5．3 1年 3.7～4．3 bb

家庭裁判所調査官関係機関特別

研究(家事及び少年関係機関につ

いての研究）

未定8月 8月47～ 17～4．3
『1

50 同 上

(心身の鑑別についての研究）
1円
土ノ可52～3 月 4.2～3」

同 上

(更生保護についての研究）
1月 2月可Qへ_"11

叫・J 上』5.2～3 3

第19期 f41(金)～5.324(金） 令和3年度桐は第18期生□未定 4．1(木)～4.3.25(金）書記官養成課程第一部 1年 1年51
ワリワ
ムム0

麹
封
１
年
第
⑫ 令和3年度欄は第17期生4.1(木)～5.3.24(金） 2.4.6（月）～4.3.25(金） 2年97 77

dIZ牛

書記官養成課程第二部Rワ
口竺

甥
鋤
１
年
第
い 未定 令和3年度欄は第18期生4.4.1(金)～6.3月下旬 2年 3.4.1(木)～5.3.24(金） 2年

八句

ソイ

家裁調査官養成課程第18期 ) .4. 1(木)～5.3.24(金） 2年 2.41(水)～4.3.25(金） 令和3年度欄は第17期生Rq
写し

Fn

D色 2年 47

家裁調査官養成課程第19期 4.4.1(金)～6.3月下旬 令和3年度欄は第18期生2年 未定 3.4.1(木)～5.3.24(金） 2年54 ２ｌｂ

(※)を付したものについては,カリキュラムについて司研と合同実施を検討中

中央研修については,ﾃ→ﾃﾚビ会議ウ→ウェブ会議又はテレビ会議無印→参集
備考欄には，令和3年度について当初計画から変更等があった内容等を記載した。

2



資料6
(2021.12.24鍵研）司法研修所との合同実施状況一覧表（平成29年度～令和3年度）

※新型コロナウイルス感蕊症の影響による変更点は備考欄に記載しオ

年 度 H29 H30 R元 R2 R3

実施本数 8 6 6 2 5

参加人員 485 419 408 150 349

年度
研修等の名称
（テ－マ等） ‘

実施時期
(合同実施日数）

参加

人員
備考

29

管理者研究会（支部運営）
(本庁と支部の連携について）

■｡■一~酌子一､●。q一､●＝△ー争乙一首一一F与空申＝一曲aー●ーｰ■■■ー‐■＝＝■●｡●■些一公寺■一■心■~■■■■■■■･■■島■■■函■●■＝｡~■■旬白面△ ,ーザ"､ *けー■･■卑凸争一｡甘”-▲｡“ヤクーP一●■函｡F~呑む■■一~ー『 ■4凸十一一■‐や沙互

民事実務（訴舩）研究会
(民事立会部における裁判官と書記官の協働について）

pや一己~いり一一一・一一●●■■■qpd…■■~●一一…■甲舜■■DC…■ー｡ｰ■4＄■~●侭一■”‐04●■gー■…心守一一■－口■－○■一一噂●…pq■“■ー◆一◆ｰ■＝ｰL‐草ウー伊＝Q●■■の､ ヨザーー“b←軒p←←ひじ｡$ ●●b､－吋｡－F令詞ウー●｡｡◆。■◆q←ず一

民事実務（保渡命令）研究会
(配偶者暴力等に関する保護命令事件を適正かつ迅速に処理するための裁判官と書記官の協働について）

刑事実務研究会
研ﾘ事事件における裁判官と書記官の協働について）

家事実務研究会
(家庭裁判所の機能充実に向けた職種間連携）
句b一一一一一一一◇一色一一‘一一一一一ヤーーー●』ー一■ー■一一－一●ーー‘＝■■一一■■■■■｡一一●ー｡●●一一マー●■■■■一一凸一一Ca一一＝●■一ら一一■一コ一旦■■■｡｡＝､ ■早●｡●ー一ウー｡■■■■■ー●画一■一一■ー■一■ー△一一一

家事特別研究会
(後見等監督の運用上の課題について）

少年実務研究会
(少年審判の機能充実に向けた職種間連携）

Q

－●一一◆－●一p－－争一●一一.一色一一■~一一一■一や寺今の一◆ー凸一今や一●一一一－0－一 ■■手ケー●一軒一＝ー●一一‘一一一今一●ー＋－－－●“一■ー◆…凸一句一~一一与 り●今←－－◆一里＝一一岳一◆一◆ー写－4－←｡ーF－P－－◆一命一

少年特別研究会 ．
(改正少年審判規則の運用の在り方について）

5/24～25

(1日間）

5/30～31

(1日間）
鰊⑧＝ひ●－勺=●“■卸酷b和酔b 畢咋一一.却学Pcg4p…

1/25～26

(1.5日間）

11/28～29

(1日間）

11/7～9

(1.5日間）
－－回一=一グー●ー｡一■－－巳一●…

10/11～12

(1.5日間）

9/13～15

(1.5日間）

6/14～15

(2日間）

次書15

次調15

次長15

50

◆…口酔一一ゆ→■むゆ…9わ‐し■…ウーeTp●

50

50

０
０
５
５
書
調

50

０
０
５
５
書
調

０
０
２
２
書
鯛

H24～合同実施

■｡●G町q…◆●5勺一一一←△PqcB■DF－dF■Te T－●一・一『＝毎0■■■■唾一●盟一●

Hl6～合同実施（H23を除
<）

H16～H19， H25～合同実施

H16， Hl9～合|可実施

■｡－◆●一・一・一ー■一一一｡一→－－－－e-●封一一一■◆一●

H24～合同実施

H17， H18， H20～合同実施

ｰ吟一①一一◆ーマーー甲…■一一一一" 令一一一戸一■

H29合同実施

30

管理者研究会（組織運営）
(支部運営における本庁との連携について）

凸一一■早■ー■■ー■ー■ー■●■●■■■■一戸一寸一｡ー■”←･･■ー■●一一一｡一一守幸c■ー■■ー■■■■■■b■…q■”●●…■■ー…p●■←｡■…グロー▼＝‐■ー～け9－｡…F▼一F～e●…一一●一■…ｰ『■●p■ー●0 F■●●■一●■…■ー▼ー■'－9~■■

民事実務（斫舩）研究会
(民事立会部における裁判官と書記官の協働について）

、

■■、一一■ゆ■切可bg■‐”ー一pー－9卸一F一一●･一F~齢■q－-一一●■年●F守一●qー寺■齢■ー=弓師画■一.－ー■凸●●白種◆､一宇O齢｡◆～●一画一●…◆｡◆叱争ゆ~q◆い◆一西子一◆…･P…●9~勺●ｰー…U■■■■■ロー少で■■9,0◆､-. ●①●ひ～■●や■Q■

刑事実務研究会
(刑事事件における裁判官と書記官の協働について）

●｡一一一己…●やｰ｡｡●一■●一一▽●一‐●ーDC勺◆争一旬－，串←一』F●｡◆ー■こつ●刺七●耳坤勺色一.●－‐－ー‐、ー－－－－－◆ー●◆●－●ｰ今“幸一◆｡~△◆~■O－p－騨白~わ■ー◆命一L4今9－.舎壷◆●句●釦色一句●｡◆▽旬令●●◆●●一己 ▼◆.｡“一pロ

家事実務研究会
(家庭裁判所の機能充実に向けた職種間連携） ‘
■旬一一一｡一◆一一一●ー●一一●一・一一■一一一一句一一→一・一一一・一◆－－◆ー△一◆ー△△一一ー■一一一凸一一七一一一一今一倹一◆申一一●一色ヴ一心一BOO＝■一一・~p-C●…→←●ー｡－①色一一・ -一●ー◆一マーマーー‐■F一旬P一一■■■･忌戸一”

家事特別研究会
(後見人選任の在り方，後見人からの相談対応及び報酬付与の在り方）
一一◆一■ー●一寺一ゅ一一q■一■ー■ー■一■■一一一◆一■ｰ■一画■一・一●ー■一一ウー●ーわ－｡一●一Lーユーの一●一｡■■■●ー△圭一■一一一▲一一■＆旬一G－od－－aー‐一・一■一｡…ロ｡－b－L一一一一■一＝●一一＋一一一口一△一一◆－，一④一一

少年実務研究会
(少年審判の機能充実に向けた職種間連携）

5/22～24

（1日間）
ｰー●■■一＄●＝ーー●■■■■ザ■一…一■一■■酌与一口昏一

5/30～31

（1日間）
－－~踊り~q◆…｡一一◆…■…一▼→0子討

11/28～29

（1日間）

11/7～9

(1.5日間）
“一一◆一一寺一■､－‘一…一・一一

10/11～12

(1.5日間）

9/12～14

(1.5日間）

次書29

次調16

次長25
｡…寺一七一一一■･■ｰ合P■ｰ■一芋一宅

50

亡…写…◆函●qD■~●b←→●－－p…q~画奇毎

50

旬●一 』－－一色～マーヂ甲一ﾛ ｬｰ■再令■閏

０
０
５
５
書
調

一己一合一一◆凸一色一・一口一一

50

９
０
４
５
書
調

H24～合同実施

H16～合同実施（H23を除
く）

し｡菌●ゅ…OG●…｡●●士寺■…◆…心一▼司○ロ 69…■企一一■ 勺■●■■■やｰ＝色 ■亜F●■…■

Hl6～H19， H25～合同実施

卜｡ー◆…｡e…脾－●一句一一口一・一'ず一F←■や▽■凸･ー◆ーーﾏｰｬp●←P

H16， Hl9～合同実施

一◆一一一■一合一勺－，戸一●一面戸一p－◆一｡一一■守一再p

H24～合同実施

H17， H18， H20～合同実施

一

うじ

管理者研究会（組織運営）
(支部運営における本庁との連携について）
一一一一ーー●ーq辱ーー■ー●ーー一一一一｡●ｰ0－－◆一一bー●…●●…■◆ーーゆー●ー◆ーeーa－q－･ー◆一◆ー■ー○一●－◆ー●－－◆一一一4ー■幸･ー●ー一一今一一一●一一一今一一一や ら●4ｰ｡一◆~－6－◆ーロー■ー｡一一一一■一●一・一，一口一一合一

民事実務（斫松）研究会
(民事立会部における裁判官と書記官との協働について）

■●一色一p一●一一一●一一●ーqー一一■一一ー一ゅ一口ー耳－4一q一ー●－－一●一句－－－■ー■ーPー－．－-一・一4ー｡ー■一甲一e--q一●－－－←－－■●一一℃一旬可･●七合一●－－－F十・■｡■ー…■●P…■－■4－口一■●…P一●■一争函●－■一○C■■q■

刑事実務研究会 ．
(刑事事件における裁判官と書記官の協働について）

家事実務研究会
(家事事件における家庭裁判所の機能充実に向けた職種間連携，面会交流事件における審理と調査）

｡

q◆｡…却幹●”や■ひ。■0－，■一凸C－b－qb画■◆一画ｰ■＆◆唖－－－4凸や“①釦嘩一白一b口一夕ゴーc●…●卸詫･一マー■G■ー…bQ函●■的、毎一dF-▲一凸一■◆ー6●←。…◆…ゆむ一◆一記●be◆-C60倖酎■‐b合一■哲■…丙ﾛ 弓●●■ , *ｰ■●一軒合一

家事特別研究会
(基本計画を踏まえた後見人等の選任の在り方， これからの報酬付与の在り方等）

■9G画■却酎b－UU函←q司一b‐曲■寺一一■●ー■p旬一■■■■■甸一■■■■■戸卑■今。‐ー■”ー隼●●や■ー■ー＝好一酋凸■●■■■■ｰ4＝~＝ー■1■■●■■一・画■F~●宇一①■■qー■■記一■ーP4一○

■一色一■一ー■｡ー●■■面｡ー■■ーe…■p■申p■＝令P■'■■ーー■■■ー●●●ー■4－ーロユー●｡①－9一一÷●~●エー●r ①．-○ー｡一星－－■■■－－ロー■凸■ー■‐■●~吟b■一心面咀■‐■■■画●■…色■一■■･凸一■■巳唖一画ゅー垂甲･凸与一ﾏｰｰｩｰd-

少年実務研究会
(少年審判の機能充実に向けた職種間連携）

5/21～23

(1日間）

6/12～13

(1日間）

11/21～22
(1日間）

11/6～8

（2.5日間）
産可ロー■壷■■一－■●●ー■－m＝■包一■＆■■■■■■■■●毎■

10/10～11

(2日間）
H…一戦←▽'一一◆e●酷●勾舜●…4ー』和斡4…◆e制

9/11～13

(1.5日間）

次書19

次調14

次長27

50

50

０
０
５
５
書
調

■“●企一●■■■面一■■■ー■-①p一・一■｡

50

８
０
４
５
書
調

H24～合同実施

Hl6～合同実施（H23を除
〈）

■■ー■ー’一吋一■一｡－●－■■－■－p■－－◇●』－－亡一e－e

H16～H19, H25～合同実施

H16， Hl9～合同実施

BO~■●＝■■■■一ひ~▼画■ー●■■一一寺与｡●■●●■C…■ー■坤一■一一､4一■~ｰ■

H24～合同実施

lゅ~Gd“◆ﾜ知→－．－0－6口…寺←F O－r ●F卓坤◆ーP. ，一一●←◆■~■P

H17， H18， H20～合同実施

2

管理者研究会（組繊運営）
(支部運営における本庁との連携について）

ー－■－－－－ー■●｡■■･■ー｡一一■一一一一●一■－0■一G一一●●一一●一五一一●一“■一ー■一も一コ－－4‐■●ー■－6一一●＝…ー一4醇一一一一△～◆■口｡｡－～心←■‐炉口堅一■4－やー●●ｰ｡▲■…■一◆－一一函一色一一一q一・一勺一今－－－◆

民事実務（斫舩）研究会
(民事立会部における裁判官と書記官との協働について）
一一一一一－●一一口一一一一ー一些一一●－－－●一・一一■－－－4ー一一ー■■●一G－一一●ｰ■ー■ー●一一G一●一一◆一一・一■一色一G一』－4…毎口一一F一学一一一◆c◆△凸今●c号一●ー●一q寺号P4一●－■－－■ザーザー~qGPp－－P－－.｡一や一一◆ー

刑事実務研究会 ．
(刑事事件における裁判‘自'と書記自'の協働について）

家事実務研究会
(家事事件における家庭裁判所の機能充実に向けた職種間連携，面会交流事件における審理と調査）
●今一一■一一一一一一一。一ら一一■一ab－－ーｰ■一一◆一一一一一ヰーー◆凸一マーー｡一・釦一一●一・一全一一心■ー●ー◆ー今一心一■一一一ーー◆一勺一一一一心一心一◆～■●一●一一一一一●一G－一▽●←｡－●曲一一｡～ひじ｡ーp－p－－●~■■壷一一ep－q－q

家事特別研究会 、
(基本計画を踏まえた後見人等の選任の在り方， これからの報酬付与の在り方等）

少年実務研究会
(少年審判の機能充実に向けた職種間連携）

5/19～21

(1日間）
－－4－－ゴーーーラー甸却●

6/12～13

（1日間）

11/18～19

(1日間）

11/5

(1日間）
レーーーq一一一一■一一一今－－

10/8

(1日間）

3/2,4,9,15の中
で高裁別に各1

日

約60

一一→』一いーp一一▼峠・・一一■－－←

50

一■ー舎一争一一◆一●一旬一｡●

50

０
０
５
５
害
調

一●●凸。｡ー◆一◆一一｡一

50

調50

研修中止

卜も一■辱噂◆一■一心も一P－p■一一■一一一｡一－■一●－4ゆ4一4

研修中止

戸一十一一○一一一？一一一一今●－－◆一一一◆一◆一

研修中止

H16， Hl9－合同実施

丙一心一◆一句一一一一一寺一凸一一一一色●一一・一色今一寺

H24～合同実施

合同実施は中止

家裁謡査官研究員単独実施部
分を実施

3

管理者研究会（組織運営）
(支部運営における本庁との連携について）

一一一つー◆､ｰや歯b毎歯b－－qF－的Q~齢｡◆FF｡←■や士"一●ー■q■＝か一■姉●…■－－pー‐■司一■■■■｡…●①｡＝■■一一函■ー､ ■■や』 ロー■■Fｰ,､●＝･ひ■■F■■■｡－■■■■ｰ■■■｡■■＝ご ■ーa‐一・』■画64一■ｰ色色■C苧◆ｰ~q一色､ｰ■■■■争■

■

民事実務（所舩）研究会 ．
(民事立会部における裁判官と書記官との協働について）

e一一■‐ -4Qｰｰ…｡△ー■■■ーー■一■一P●ー一■■草色＝一画一.哩巳→･里■一単ゆ一凸■一■4,ー9－b●◆ﾏｰ－画●｡■一■ gやマー.争号｡Oマサ④◇e a一口今 ・一L画→一一一◆ー◆｡ー,→①勺司←－詞F寺一■－●■"●●一口－■､ F一壺萄下 ..●･P~■◆『■ウ

刑事実務研究会
(刑事事件における裁判官と書記官の協働について）

家事実務研究会
(家事事件における家庭裁判所の機能充実に向けた幟種間連携，面会交流事件における審理と調査）
屯●一一■一一一p●- 一一一■－－－－●ゆー令.一再←●－－●守・｡ ■■－●ｰ－■ ･ーpー■｡■~←■一つ－①■ｰ｡一一■一画- ひで ﾛ－9－－●一・一一●ー｡－●ー■■－－●一一三四■｡一■ー●…■一“●一←F－p寺■■■｡ー■一●一台｡ｰ■』■■‐●一－一ヰーー●

家事特別研究会
(基本計画を踏まえた後見人等の選任の在り方， これからの報酬付与の在り方等）
函一一●ー｡ーーー■一ヨーーーp■一己一一●●一色一｡●－●ー●一○一●ー■一一G－4－－■●一L一一■｡■ー●一●●■■●ー●■一●｡●－－－●一一一●一一~一一■■一一△一■一一p“←一◆一一一F一一一一◆一勺一一｡ー－句一一●一■－●一｡◆ー■一一=一一■ー

少年実務研究会
(少年審判の機能充実に向けた職種間連携）

5/18～20

(1日間）
0e悔毎P-伊－E争①いb蝉吟■釦O◆今一■吟｡｡~封じ①●● ・P甲甸●心“

6/9～10

(1日間）
－－0 ，－画p■…●■ｰ｡－F■●●◆産 のq白十一○｡ーー｡

11/10

(1日間）

11/17～18

(2日間）
←公一◆一ー－－． －●巳一一△一・一■一ー~｡…

10/7～8

(2日間）

12/20～21

(2日間）

約60

50

50

書50

調49
■今今一■一年一一望－－~◆一申今

50

０
０
５
５
書
調

研修中止

”→G P軸4－●49一・一◆■一マロ一･･分Tbｰ･命■寺一■4F－Fや“伊･÷･惇学マーー◆

6/9で実施

Hl6～合同実施（H23を除
<）
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H16～H19， H25～合同実施

H16， Hl9～合同実施

P－a－● 一己◆一一一一▽ ●一一÷.－◆4 →一二－一『一●唖4－q

H24～合同実施

H17． H19． H20～合同実施（ただし．

R2は合同実施中止，束鮫闘査官研究
員単独実施部分を実施）


